
地域包括ケア病棟のご案内 

●地域包括ケア病棟とは？ 

『地域包括ケア病棟』は、急性期治療を経過し、病状が安定した患者さんに対して、住み慣れ

た地域での療養（在宅や一部の介護施設への復帰）を支援する病棟です。 

急性期の病棟では、症状が安定すると早期にご退院いただく必要があります。しかし、ご自宅

や施設等で療養に不安があったり、もう少しの入院治療で改善が見込まれる患者さん・ご家族の

ため、当院では『地域包括ケア病棟』を用意し、安心してご退院いただけるよう支援していきま

す。 

『地域包括ケア病棟』では、医師や看護師、リハビリスタッフが患者さん・ご家族と協力し、

患者さんの在宅復帰に向けた治療・支援を行うほか、看護師とケースワーカーが患者さんの退院

支援、退院後のケアについてサポートいたします。 

●受入対象となるのは？ 

【在宅・施設からの受け入れ】 

・自宅や施設で療養中の方の入院が必要な方の受け入れ 

【高度急性期や急性期からの受け入れ】 

・高度な医療を提供する病院や病棟の急性期治療を終えた方の受け入れ 

 【経過観察が必要な方】 

  ・入院治療により病状は改善したが、当院にてリハビリや経過観察が必要な方 

 【在宅復帰への環境整備が必要な方】 

  ・日常生活に不安を感じ、様子をみながらご自宅へ帰る準備を進めたい方 

  ・住宅改修などで、ご自宅での療養準備に一定の時間が必要な方 

 【福祉施設入所中の方】 

  ・急に熱が出たり、体の具合が悪くなった方 

●入院期間は？ 

  入院後、病状等により最長で６０日での退院が原則となります。 

●入院費については？ 

  入院費は定額で、リハビリテーション・投薬料・注射料・簡単な処置料・検査料・入院基本

料・画像診断料などの費用全てが含まれます。 
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